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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 国民健康保険被保険者台帳 

実施機関の名称 長沼町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称 

税務住民課国保年金係 

個人情報ファイルの利用目的 国民健康保険の資格管理のため 

記録項目 
1被保険者番号、2宛名番号、3世帯主名、4性別、5生年月

日、6被保険者氏名、7国保加入状況、8住所、9所得区分 

記録範囲 長沼町の国民健康保険に加入中または加入歴のある者 

記録情報の収集方法 
世帯主及び代理人からの届出、住民基本台帳システムより

連携 

要配慮個人情報が含まれるときは、その
旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 北海道国民健康保険団体連合会 

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地 

（名 称）長沼町役場総務財政課総務係 

（所在地）〒069-1392 夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第1号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当する

ファイル □有 ■無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を
する個人情報ファイルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案をすることができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ
ているときはその旨 

－ 

備   考  

作成日（最終修正日）：令和7年8月1日 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 診療報酬明細書 

実施機関の名称 長沼町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称 

税務住民課国保年金係 

個人情報ファイルの利用目的 医療機関からの医療費の請求を確認するため 

記録項目 
1診療月、2被保険者番号、3氏名、4生年月日、5性別、6医

療機関名、7傷病名、8医療費 

記録範囲 長沼町国民健康保険に加入かつ医療機関等を受診した者 

記録情報の収集方法 
北海道国民健康保険団体連合会を通して、医療機関等から

提供 

要配慮個人情報が含まれるときは、その
旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地 

（名 称）長沼町役場総務財政課総務係 

（所在地）〒069-1392 夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第1号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当する

ファイル □有 ■無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を
する個人情報ファイルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案をすることができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ
ているときはその旨 

－ 

備   考  

作成日（最終修正日）：令和7年8月1日 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 国民健康保険資格確認書等更新台帳 

実施機関の名称 長沼町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称 

税務住民課国保年金係 

個人情報ファイルの利用目的 
資格確認書及び資格情報のお知らせの年度更新作業を行う

ため 

記録項目 
1被保険者番号、2宛名番号、3世帯主名、4被保険者氏名、5

生年月日、6性別、7住所、8続柄 

記録範囲 国民健康保険に加入している者 

記録情報の収集方法 
国民健康保険事務処理標準システムより抽出、北海道国民

健康保険団体連合会より提供 

要配慮個人情報が含まれるときは、その
旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地 

（名 称）長沼町役場総務財政課総務係 

（所在地）〒069-1392 夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第1号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当する

ファイル □有 ■無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を
する個人情報ファイルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案をすることができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ
ているときはその旨 

－ 

備   考  

作成日（最終修正日）：令和7年8月1日 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 後期高齢者医療被保険者台帳 

実施機関の名称 長沼町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称 

税務住民課国保年金係 

個人情報ファイルの利用目的 後期高齢者医療制度に係る事務を行うため 

記録項目 

1氏名、2住所、3生年月日、4性別、5住民となった日、6続

柄、7国籍、8資格情報、9異動情報、10資格喪失情報、11世

帯状況、12収入・滞納状況、13課税状況、14登録口座情

報、15送付先情報 

記録範囲 
長沼町に住所を有する75歳以上及び一定の障がいがある65

歳～74歳までの者 

記録情報の収集方法 
本人、代理人、親族、医療機関、広域連合、その他関係機

関 

要配慮個人情報が含まれるときは、その
旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 北海道後期高齢者医療広域連合 

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地 

（名 称）長沼町役場総務財政課総務係 

（所在地）〒069-1392 夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第1号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当する

ファイル □有 ■無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を
する個人情報ファイルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案をすることができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ
ているときはその旨 

－ 

備   考  

作成日（最終修正日）：令和7年8月1日 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 医療給付管理台帳 

実施機関の名称 長沼町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称 

税務住民課国保年金係 

個人情報ファイルの利用目的 
重度心身障害者、子ども、ひとり親等の医療費助成事務に

おける資格審査及び給付のため 

記録項目 

1宛名番号、2受給者番号、3氏名、4性別、5生年月日、6年

齢、7住所、8電話番号、9家族構成、10続柄、11居住状況、

12収入状況、13公的扶助 

記録範囲 受給者及びその扶養義務者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その
旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地 

（名 称）長沼町役場総務財政課総務係 

（所在地）〒069-1392 夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第1号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当する

ファイル □有 ■無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を
する個人情報ファイルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案をすることができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ
ているときはその旨 

－ 

備   考  

作成日（最終修正日）：令和7年8月1日 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 年金管理台帳 

実施機関の名称 長沼町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称 

税務住民課国保年金係 

個人情報ファイルの利用目的 
国民年金に係る各種届出の管理及び進達業務、年金情報の

記録のために利用 

記録項目 

1氏名、2住所、3生年月日、4年齢、5性別、6続柄、7年金情

報、8個人番号、9世帯情報、10障害、11死亡、12転出、13

収入、14納税額等状況 

記録範囲 国民年金の被保険者、受給者 

記録情報の収集方法 
本人、住民基本台帳システム（住民情報、所得情報）、 

年金事務所から提供される各種帳票の記録情報 

要配慮個人情報が含まれるときは、その
旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 日本年金機構 

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地 

（名 称）長沼町役場総務財政課総務係 

（所在地）〒069-1392 夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第1号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当する

ファイル □有 ■無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を
する個人情報ファイルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案をすることができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ
ているときはその旨 

－ 

備   考  

作成日（最終修正日）：令和7年8月1日 
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個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 児童手当管理台帳 

実施機関の名称 長沼町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務
をつかさどる組織の名称 

税務住民課国保年金係 

個人情報ファイルの利用目的 
児童手当の受給資格に係る記録、管理、支給事務のために

利用 

記録項目 

1氏名、2住所、3生年月日、4性別、5続柄、6非被区分、7加

入年金世帯情報、8死亡、9転出、10電話番号、11所得情

報、12納税額等状況、13受給者口座情報、14支給額 

記録範囲 児童手当受給者、配偶者、その児童 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム（住民情報、所得情報） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その
旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地 

（名 称）長沼町役場総務財政課総務係 

（所在地）〒069-1392 夕張郡長沼町中央北1丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規
定による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第1号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第2号 

（マニュアル処理ファイル） 政令第21条第7項に該当する

ファイル □有 ■無 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を
する個人情報ファイルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける
組織の名称及び所在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 － 

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案を受ける組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加工情報に関
する提案をすることができる期間 

－ 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ
ているときはその旨 

－ 

備   考  

作成日（最終修正日）：令和7年8月1日 


